
平成29年の埼玉労働局管内における建設業の労働災害による死亡者数は１３人（確
定値）で、昨年に比べ７人増加した。

埼玉労働局（http://saitama-roudoukyoku. js ite .mhlw.go. jp/）・労働基準監督署

建設業の皆様へ建設業の皆様へ

建設業死亡災害発生事例（平成29年確定）

死亡災害の状況

番号 発生月
災害発生のあらまし

事故の型

1 2月
移動式クレーンを使って架台に仮置きした鉄骨梁から玉掛用具を取り外した際、鉄骨が落下し
被災者に激突した

飛来・落下

2 2月
解体工事現場において建築物の梁上で作業していた被災者が、休憩のため梯子に乗り移っ
たところ梯子が転倒し、コンクリート地面に墜落した

墜落・転落

3 3月 ケーブル新設工事のため高さ５ｍの電柱上から墜落した 墜落・転落

4 5月
資材置き場内でトラックに乗り込み後進したところ、手押し台車を押していた別会社の作業員
に気付かずはねた

はさまれ、巻き込
まれ

5 8月
杭打ち機に設けられた巻上げ機で杭をつり上げた際、玉掛け用ワイヤーロープが切れて杭が
杭打ち機の方向に倒れ、驚いて降車した杭打ち機の運転者に直撃した

崩壊・倒壊

6 8月 地上約3mの位置で柱に金物を打とうとしたところ、足場のつなぎ目が折れて墜落した 墜落・転落

7 9月 建屋2階の搬入口に、搬入台の設置作業を行っていたところ、搬入台2層目から墜落した 墜落・転落

8 9月
下水管敷設工事にて幅９５㎝長さ２ｍ深さ２．３ｍの土止め支保工が行われていない掘削構内
での作業中、地山が崩壊した

崩壊・倒壊

9 10月 倉庫屋根上の明り取り貼り替え作業中、スレート屋根を踏み抜き墜落した 墜落・転落

10 10月
雑草処理のため路肩部分の転落防止柵を乗り越えたところ、バランスを崩して貯水池に転落
しおぼれた

おぼれ

11 10月 深さ２．２ｍの掘削溝内で作業していたところ、周りの土砂が崩落して生き埋めとなった 崩壊・倒壊

12 １１月
フォークリフト運転者が操作を誤り壁に激突しそうになって急ハンドルにて回避したところ近く
にいた作業員をはねた

激突され

13 １２月
緩やかな傾斜地に停車した無人のダンプが動きだし、止めに入った作業員と移動していたドラ
グショベルとの間に挟まれた

はさまれ、巻き込
まれ
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埼玉県内の建設業における死亡災害

発生状況（平成29年確定）

死亡災害
７件増加

2倍以上
増加



１ 高所での作業には、足場等により作業床を設け、墜落防止用の囲い、手すり等を設けましょう。
ハーネス型安全帯の使用に努めましょう。

墜落・転落災害防止対策

機械災害防止対策

埼玉労働局（http://saitama-roudoukyoku. js ite .mhlw.go. jp/）・労働基準監督署

埼玉労働局では、「Safe Work SAITAMA」（セーフワー
クさいたま）をキャッチフレーズとして、平成30年度より
「埼玉第13次労働災害防止計画」に取り組んでいます。

「Safe Work SAITAMA」ロゴマークは、労働災害の防止
などを目的とする場合には自由にご活用いただけます。

詳しくは埼玉労働局ホームページ（http://saitama-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）をご覧ください。 「Safe Work SAITAMA」ロゴマーク

「Safe Work SAITAMA」（セーフワークさいたま）について

飛来･落下災害防止対策

２ 作業床を設けることが困難な場合には、親綱を設置し安全帯を使用しま
しょう。
３ 屋根・建物の解体や修理、ソーラーパネル設置など、短期間で終了する高
所作業の場合には、親綱と子綱（安全ブロック）を使用しましょう。
４ はしごを使用する時は、上部と脚部に転移防止措置を講じましょう。また、
昇降時には親綱又は安全ブロックを使用しましょう。

１ 上下作業は原則として禁止しましょう。
２ 物体が落下する危険のある箇所は、防網などにより立入禁止としましょう。
３ 材料等の揚げ下ろしには、つり網・つり袋等を使用しましょう。
４ 上方で作業を行っている場合には、下の労働者に保護帽を使用させましょう。

移動式クレーン・ドラッグショベル・高所作業車・鉄骨切断機等の機械の使用時には、
１ 転倒防止措置を講じましょう。
２ 資格のある方に作業をさせましょう。
３ 作業者との接触を防止するため作業半径内の立入を禁止し、やむを得ない場合
には、誘導する人を配置しましょう。

４ 特定自主検査等の法定の定期点検を確実に実施しましょう。

転倒災害防止対策

１ 4Ｓ(整理・整頓・清潔・清掃）活動を徹底しましょう。
２ 床面・通路は、くぼみや段差がなく滑りにくい構造とし、水たまりや雪・氷
は除去しましょう。
３ 通路・階段・出入口に物を放置せず、階段には滑り止めや手すりを設けま
しょう。
４ 履物は、滑りにくく安定したもの着用し、走らないことを徹底しましょう。
５ 冬場の降雪・凍結による転倒・交通事故を防止をしましょう。


